
第９２号議案

   加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定の件

 加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３０年１２月３日提出

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号

   加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

 加東市病院事業使用料及び手数料条例（平成１８年加東市条例第１７５号）の一部を次の

ように改正する。

 第２条（見出しを含む。）中「診療料」を「診療料等」に、「及び入院時食事療養費」を

「、入院時食事療養費」に改め、「第９９号）」の右に「、指定居宅サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）及び指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）」を加え、「その診

療」を「その診療等」に改め、同条ただし書中「診療契約」を「契約」に改め、「給付」の

右に「及び介護サービス」を加え、「療養に」を「療養等に」に改める。

 第３条第１項中「で診療」の右に「又は介護サービス」を加え、「診療料」を「診療料

等」に、「診療報酬の算定方法」を「前条に規定する各規程」に改め、「１点」の右に「又は

１単位」を加え、同条第３項を削り、同条第４項を同条第３項に、同条第５項を同条第４項

とする。

 第４条第２項中「片道２キロメートル以内は５００円、２キロメートル又はその端数を増

すごとに２５０円を加算した額」を「市内及び市外で片道２０キロメートル未満は無料、市

外で片道２０キロメートル以上は２，０００円」に改める。

 第６条第２号中「診療」を「診療等」に改め、同条第３号中「診療契約」を「契約」に改

める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



   加東市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

  新たに介護サービスを提供するためにその費用に関する規定を追加すること、往診及び

訪問診療において実費とされる交通費を訪問看護に係る交通費の額と同額とすること並び

に所要の整理を行うものである。

２ 改正内容

 (1) 介護サービスに係る費用を規定すること及びそれに伴う所要の改正を行うこと。（第

２条、第３条第１項及び第６条関係）

 (2) 往診及び訪問診療に係る交通費を訪問看護の交通費と同額とすること。（第４条関係） 

 (3) その他所要の改正を行うこと。（第３条第３項関係） 

３ 施行期日  公布の日
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新   旧   対   照   表

現       行 改   正   案 

 （診療料 ） 

第２条 診療料 は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労

働省告示第５９号）及び入院時食事療養費に係る食事療養の

費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第

９９号）、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成１２年厚生省告示第１９号）及び指定介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第１２７号）により算定した額（その診療 

について消費税及び地方消費税を課される場合は、当該額に

１００分の１０８を乗じて得た額）とする。ただし、法令又

は診療契約に基づいて療養の給付及び介護サービスを受ける

者にあって療養に 要する費用の額の算定方法について、特

に定めるものについては、その定めるところにより算定した

額とする。 

第３条 前条の規定にかかわらず、自費で診療又は介護サービ

スを受ける者の診療料 は、診療報酬の算定方法 により、

１点又は１単位の単価を２０円として算定した額に１００分

の１０８を乗じて得た額とする。 

２ （略） 

３ 分娩介助料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

 （診療料等） 

第２条 診療料等は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労

働省告示第５９号）、入院時食事療養費 に係る食事療養の

費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第

９９号）、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成１２年厚生省告示第１９号）及び指定介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第１２７号）により算定した額（その診療等

について消費税及び地方消費税を課される場合は、当該額に

１００分の１０８を乗じて得た額）とする。ただし、法令又

は契約  に基づいて療養の給付及び介護サービスを受ける

者にあって療養等に要する費用の額の算定方法について、特

に定めるものについては、その定めるところにより算定した

額とする。 

第３条 前条の規定にかかわらず、自費で診療又は介護サービ

スを受ける者の診療料等は、前条に規定する各規程により、

１点又は１単位の単価を２０円として算定した額に１００分

の１０８を乗じて得た額とする。 

２ （略） 

３ 分娩介助料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
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定めるとおりとする。 

(1) 診療時間内 ９５，０００円 

(2) 診療時間外 １０５，０００円 

(3) 深夜 １１０，０００円 

４ （略） 

５ （略） 

（使用料） 

第４条 （略） 

２ 往診等による自動車の利用料は、片道２キロメートル以内

は５００円、２キロメートル又はその端数を増すごとに２５

０円を加算した額に１００分の１０８を乗じて得た額とす

る。 

（納付） 

第６条 使用料等（一部負担金を含む。）は、病院長の発行す

る納入通知書によりその都度納付しなければならない。ただ

し、次に掲げるものは、後納とする。 

(1) （略） 

(2) 診療 が終了しなければ算定が困難なもの 

(3) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）その他法令又は

診療契約に基づき給付若しくは負担されるもの 

定めるとおりとする。 

(1) 診療時間内 ９５，０００円 

(2) 診療時間外 １０５，０００円 

(3) 深夜 １１０，０００円 

３ （略） 

４ （略） 

（使用料） 

第４条 （略） 

２ 往診等による自動車の利用料は、市内及び市外で片道２０

キロメートル未満は無料、市外で片道２０キロメートル以上

は２，０００円 に１００分の１０８を乗じて得た額とす

る。 

（納付） 

第６条 使用料等（一部負担金を含む。）は、病院長の発行す

る納入通知書によりその都度納付しなければならない。ただ

し、次に掲げるものは、後納とする。 

(1) （略） 

(2) 診療等が終了しなければ算定が困難なもの 

(3) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）その他法令又は

契約  に基づき給付若しくは負担されるもの 


